
一

（
憲
法
審
査
会
）

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
九
十
六
回
国
会
衆
第
四
二
号
）

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
人
の
投
票
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
投
票
人
名
簿
及
び
在
外
投
票
人
名
簿
の
内
容
確
認
手
段
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
従
来
の
縦
覧
制
度
を

廃
止
し
、
閲
覧
で
き
る
場
合
を
明
確
化
、
限
定
す
る
な
ど
し
た
新
た
な
閲
覧
制
度
を
創
設
す
る
。

二
、
出
国
時
に
市
町
村
の
窓
口
で
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
を
申
請
で
き
る
制
度
（
出
国
時
申
請
）
の
創
設
に
伴
い
、
こ
れ

を
利
用
し
て
、
国
民
投
票
の
投
票
日
の
五
十
日
前
の
登
録
基
準
日
直
前
に
出
国
し
た
場
合
に
、
国
民
投
票
の
在
外
投
票
人
名

簿
に
反
映
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
た
め
、
必
要
な
法
整
備
を
行
う
。

三
、
投
票
の
当
日
、
市
町
村
内
の
い
ず
れ
の
投
票
区
に
属
す
る
投
票
人
も
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
通
投
票
所
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

四
、
期
日
前
投
票
事
由
に
「
天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
」
を
追
加
す
る
と
と
も



二

に
、
期
日
前
投
票
所
の
投
票
時
間
に
つ
い
て
、
開
始
時
刻
の
二
時
間
以
内
の
繰
上
げ
及
び
終
了
時
刻
の
二
時
間
以
内
の
繰
下

げ
を
可
能
と
す
る
。

五
、
外
洋
を
航
行
中
の
船
員
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
洋
上
投
票
制

度
に
つ
い
て
、
①
便
宜
置
籍
船
等
の
船
員
及
び
②
実
習
を
行
う
た
め
航
海
す
る
学
生
・
生
徒
も
対
象
と
す
る
。

六
、
天
災
等
で
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
更
に
投
票
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
に
行
う
繰
延
投
票
の
期
日
の
告

示
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
五
日
前
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
少
な
く
と
も
二
日
前
ま
で
に
行
え
ば
足
り
る
こ
と

と
す
る
。

七
、
投
票
所
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
子
供
の
範
囲
を
、
「
幼
児
」
か
ら
「
児
童
、
生
徒
そ
の
他
の
十
八
歳
未
満
の
者
」
に
拡
大

す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
、
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
に
、
投
票
人
の
投
票
に
係
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
事
項
及
び
国
民
投
票
の

公
平
及
び
公
正
を
確
保
す
る
た
め
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。


